
0 地域生活支援事業は、法律上、各地方自治体が行うこととされている「必須事業」   
と地域の実情に応じて実施する「その他の事業」によって構成されている。  

L．＿＿．＿＿＿＿＿ ＿．＿＿．＿＿ ＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿．＿ ＿．＿ ＿．＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿＿ ＿＿＿J  
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0 地域生活支援事業の事業量は着実に増加している。  

腋地域生活支援事業の事業費の推移  
（単位：億円）  

事業費実線碩合計  928  81444 114  

（注〉・地域生活支援事業費補助金の各地方自治体の実績報告に基づき、自立支援振興室で集計したもの。  

■18年鹿は10月施行のため、平年度化頼は19年度と比較するため、単軌こ2倍とした額である。  

・地域活動支援センターと相談支援事業は、基礎部分について各地方自治体のn般財源で行っており、  
事業費に含んでいない。  

馳18年鹿の市町村事業の「その他の事業」には「経過的デイサqビス事業」等が含まれており、  

それを除くと50億円の増となる。  

L ＿ ＿．＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿．＿＿ ＿＿．＿＿．＿＿＿ ＿ ＿．＿＿．＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿．＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿＿．岬 ＿．＿＿ ＿ ＿ ＿＿ －【＿＿．＿1  
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○ また、その実施を必須としている事業の市町村の実施率も増加している。  

L－－－－－－－－－－－－－－一－－－■■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  
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t  
1  

0 地域生活支援事業の事業量の増加のうち移動支援事業での増加が著しく、実利用者数   

の増加が背景にあると考えられる。  

甘地域生活支援事業の事業費の推移  

） 

ィと7害 

（主）移動支援の方去は  ンツ   の個別支援型のほか、クレープ支援型や車 移 型かⅦ  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－一付－－－－－－－－一岬－一冊・－－－－－－－J  
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0 また、地域生活支援事業は、その実施形態等が各地方自治体の判断に委ねられているこ  
とが地域間格差を生む原因となっており、地域生活支援事業で実施している事業につし、て、  

例えば必要性が高いものなどについて、自立支援給付との関係を再整理することを含め、  

その充実のための方策を検討すべきとの意見がある。  

0 Ⅶ方で、自立支援給付については、   
①全国m律の基準によりサービスの提供を行う  

②岬定の要件を満たした事業者によるサービス利用が給付対象となる  

③個人単位のサービス利用及び全国一律のルールによる利用者負担となる   

という性格を有しており、地域生活支援事業の現在の対象事業がこうした条件を付け   
ることにより、各地方自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に事業を実施   
するという特性を失うことになる点にも留意が必要である。  

監論点（寮）】   

地域生活支援事業については、持続可能な制度を維持すると  
ともに、 恥部の事業について自立支援給付との間での再整理ず  
ることを含め、サービスの充実を検討すべきではな㍍磯㌔  
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○ 地域生活支援事業に要する乗用については、自立支援法上、実施主体である各地方自治体が支   

弁することとされており、国は予算の範囲内でその50％以内（都道府県の場合は25％以内）   

を補助することができることとされている。  

0 国の補助金は統合補助金となっており、現在、各地方自治体の人口割と事業実績割を勘案して   

配分している。  

■統合補助金とは   

地方分権を推進する観点から、国が適切な目的を付した上で、箇所付けや事業内容、単価など  
を定めず一体的に補助金を配分し、市町村等が創意工夫に基づいて主体的に事業の実施方法を組  

み立て、補助金を弾力的に使用することができる仕組みの補助金  

■現在の補助金の配分方法  市町村事業9割   都道府県事業1割  

事業実  

事業実績割分7割   人口割分3割  績割分  

7割  

L－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1  
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E論点（案）】   

地域生活支援事業のより効果的な実施を図るために、国の補  
助事業の充実をどのように図っていくか0また、配分にあた∋  
で、地域の個別事情に応じた工夫を行えないか⑳  
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乳∴処遇模作業所の移行促進  

■ ■■ ■■ ■ － － ■ ■■■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■■● ■ ■■ ■ ■■ ■ ■l■■ ■■ － － ■ ■－ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■  ■ － － － －  

，  

○ 小規模作業所については、サービスの質の向上及び事業の安定的な運営を図る観点から、法定   

事業への移行を促進している。現在までに半数程度が移行している（54．3％、3，169／5，840か所、   

H20．4時点）。  

0 移行を促進するための「特別対策」や「緊急措置」を講じているが、「特別対策」は平成20   

年度までの措置とされている。  

○ もともと施設規模の小さい作業所や人口の少ない市町村に所在する作業所の中には定員要件を   

満たさないため、「緊急措置」でもなお移行ができないものがある。  

■小規模作業所の移行促進策  
「特別対策」（H18年12月～H21年3月まで）   「緊急措置」（H20年4月～）   

・移行等支援事業   ・小規模作業所移行促進事業（H20年度まで）   

新体系事業への円滑な移行のためのコンサルタントの派遣等   利用者の少ない作業所の移行促進のための作業所間の調整・情報交換等   

・障害者自立支援基盤整備事業   ・移行促進のための定員要件の緩和（H23年度まで）   

新体系事業へ移行する場合の施設改修等   移行促進のため、就労継続B型等の定員要件の緩和   

・小規模作業所緊急支援事業   ー地域活動支援センターの従たる事業所の設置   

直ちに移行できない作業所への財政支援・   主たる事業所と従たる事業所での一体的な運営管理を認める   

l＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．．＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿．＿ ＿ ＿ ＿．＿．＿ ＿■ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿．．＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ＿J  
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【「緊急措置」による地域活動支援センターの従たる事業所の設置】   

F地域活動支援センタ㌦1の運営を複数の場所lおlて一体的に行う場睾墾取扱書 も∈  

【従前】 

■●叫 －． 一 l■ ■ ■ ■■ 一 － ■－■ － － ■ ■ ■ ■■ ● ■■ ■ － － － － － － ■ ■ ■■ － ■ ■ ■ ■■● ● ■■■ ■■■ ● ■■ll▲  
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【論点（案）】   

小規模作業所について、法定事業への移行促進に引き続き取  
り組むべきではないか。その際、サービスの質の確保を図りな  
がら移行を促進するため、利用人員を含め更なるエ夫が考えら  
れないか。  
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4．サービス基盤の整備  

サ℡ビス基盤の整備については、厚生労働大臣が定める基本指針に基づき、各都道府県わ市町村にお  
いて障害福祉計画を策定し、計画的に基盤整備を行うこととしている。  

（参考1）第1期計画の期間：平成18年度～20年度  

第2期計画の期間：平成21年度～23年度  

0 現在、各都道府県・市町村において設定した平成23年度における数値目標及びサ肋ビス見込量の達   
成に向けて、整備を進めているところである。  
（参考2）第2期計画の作成に向けて、障害保健福祉圏域単位を標準としたサ馳ビス基盤整備の促進等を盛り込んだ作  

成指針（案）を国として提示している。  

（1）人材の確保  

0 有効求人倍率を、職業安定業務統計でみると、平成19年の全職種の有効求人倍率0．97倍に比べ、   

介護関連職種は2．10倍、社会福祉専門職種は1．53倍と高くなっており、福祉人材について常態的に   

求人募集が行われていることが推測される。  

0 離職率をみると、全産業の平均離職率は15．4％（平成19年雇用動向調査）に比べ、介護職員及び訪   

問介護員の平均離職率は21．6％（平成19年度介護労働実態調査）となっている。   

なお、障害者施設に従事する職員の離職率について、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当   
共済制度の平成19年度の実績から算出すると、11．7％（退職者数／被共済職員数）となっている。  

0 給与をみると、平成19年賃金構造基本統計調査によれば、男性は産業計554．7万円、ホ耶ムヘル   
パm307t8万円、福祉施設介護員322．5万円、女性は産業計346．9万円、ホ間ムヘメ♭パ韓279胃4   
万円、福祉施設介護員290．0万円となっている。  
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